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※期間は,休日を除く実日数を記識している。

※このほか各分野における課題への取組の進展状況,喫緊の課題の発生等に応じて,裁判
所職員総合研修所長において,別途研修を実施することがある。
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1中央研修

(1)管理者層

〃

〃

一

１
Ｊ

ノ

）

１
１
■
Ⅱ
日
■
Ⅱ
■
■
■
１
０
■
１
■
■
Ｄ
９
ｊ
０
Ｉ
ｄ
■
■
▼
ｌ
ｉ
’
‐
１
１
１
１
‐
１
▲
■
■
■
■
▽
１
』
《
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１

6

L
－"●雨→－幸一

α
薯
月
差

成
常
硯
守

－÷ーﾏ■一一一一一一二一■

一一一一-一一一÷ｲ ト

1

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

、 1 首席書記官研究会

首席書記官として必要
な指導監督等に関する
研究を行うことによ

■

り 》 総合的な組織運営
能力の向上を図る 。

●

蕊讓鶴
3. 9. 15(水）

~9. 16(木）
2日 未定

地・家・簡裁
の首席書記官

2

首席
家庭裁判所
官
会
査
究
調
研

第1回

■

D◆●●｡■…。●●■一一●●●●~●●G●函

第2回

首席家裁調査官として
必要な指導監督等に関
する研究を行うことに
より 〃 総合的な組織運
営能力の向上を図る。

裁判所職員
総合研修所

3． 9． 2（木）

～9． 3(金）

3.11.25(木）
～11.26(金）

2日

P

2日

8

■守守ママ匂守
り

》？

◆

未定

高裁所在地の
首席家裁調査

鼠.,................….…...．

首席家裁調査
官

3 事務局長研究会

事務局長として必要な
指導監督等に関する研
究を行うことにより，
総合的な組織運営能力
の向上を図る6

裁判所職員
総合研修所

７
Ｊ
木
金
く
く
７
８
１
１

■
●

２
２
４
ヘ 2日 未定

地・家裁の事
務局長

4

管理者研究会
（組織運営）

※司研合同

支部運営を始めとする
組織運営に関する研究
及び討議を行うことに
より，幹部職員として
の管理能力の向上と意
識の高揚を図る。

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

3． 5．18（火）

～5.20(木）
3日 未定

次席書記官,次
席家裁調査官，
総括主任家裁
調査官(次席家
裁調査官の経
験がある者),次
長

5

次席

家庭裁判所
調査官等
研究会

第1回

●●■●…0－●－…●函■●●＝色一毎

第2回
a

●

次席家裁調査官又は総
括主任家裁調査官とし
て必要な指導監督に関
する研究を行うことに
より 9 管理能力の向上
と意識の高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

3. 4.26（月）
～4628(水）

3． 9.29(水）
～10． 1(金）

各
3日
未定
次席家裁調査
官,総括主任
家裁調査官

● b

管理者研究会

幹部職員として，その
職務を遂行するために
必要な広い視野と高い
識見を習得させるとと
もに,当面する諸問題
の研究及び討議を行う
ことにより,管理能力
の向上と意識の高揚を
図る。 ．

裁判所職員
総合研修所

3． 4さ12(月）
'～4.16(金）

5日 未定

。

新たに局長(高裁
を除く｡）,次長 ,
事務部長,首席
書記官,次席書配
官,総括主任書
記官,首席家裁調
査官j次席家裁
調査官,総括主
任家裁溺査官,首
席技官(最高
裁),次席技官
(最高裁)等に任
命された者

番号

7

､目 的 実施場所 実施時期 期間 人員

研修実施計画及び研修
運営上の諸問題につい
て協議する｡．

テレビ会議 4. 16 6(木） 1日 25
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(2)中間管理者層
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

8
中間管理者
研修I

第1回

C

●●●●ー●…ー●ー●ー●■ー一言！

第2回

■

●●●･●｡｡｡Q●o･●●｡□bcOゐゅ●eUODq●4

第3回

、●●心●●◆●●…ゅ●●●●の｡●9画ロー●旬0

第4回

◆

｡

中間管理者として，そ
の職務を遂行するため
に必要な高い識見及び
管理技法を習得させる
ことにより，職務意識
の高揚と管理能力の向
上を図る。

裁判所職員
総合研修所

１
１
火
金
く
く
７
０１

●
ゆ

９
９
ａ
へ

わ｡｡ー●ー●“●●●”●●･●●･韓｡●●●cc●●●ｰ

3.10.12（火）
～10.15(金）

●●曲Ｇ●歯●■“●●必０●●８心Ｃ
Ｑ
●●白●白亜●申輝唖●

4. 1.11(火）
～1314(金）

ﾛロ●甲。■■由●｡●早一ゆゅ●｡●●●●ゆ申一函●”ゆ争●●●0

4． 2．7（月）
～2.10(木）

各
4日

約
100

●■●●●や●－●■

約30

D●

■

ﾛ●ゆ~…ぜ●

約30

､今一●①｡｡●●0●●'

約30

昇任後おおむ
ね7年未満の主
任書記官若しく
は主任家裁調
査官,速記管理
官,速記副管理
官,課長補佐, ．
専門官,斑長又
は主任技官の
職にある者

9
ｳ

中間管理者研修h

中間管理者として困難
な職務を遂行するため
に必要な広い視野と高
い識見及び管理技法を
習得させることによ
り，職務意識の高揚と
管理能力の向上を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

● 6

3.12. 7（火）
～12． 9(木）

3日 未定

訟廷管理官，
訟廷副管理官，
裁判員調整
官，課長，文
書企画官，企
画官,首
官，営繕ま

技
画

官（最高裁）
又は昇任後お
おむね7年以

上経過した主
任書記官若し

くは主任家裁
調査官の職に
ある者

10

主任
家庭裁判所
調査官
研修

第1回

P●●Bqe●●やー■■■●●｡e■ー■●■ー●●｡｡

第2回

主任家裁調査官として

必要な指導監督能力の
向上及び管理者意識の
高揚を図る。

裁判所職員
総合研修所

3． 6．23(水）
ｐ
一 6.25(金）

●●①●●C●●函“●酌●■串●●｡“●●●●●■■0●､●●●●

3． 6．30（水）
～7． 2(金）

各
3日
未定
主任家裁調査
官



、

）

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者
1

11
研修指導
研究会

第1回

●●■●●◆■｡●●ゆ●●”●D~●ゆり●｡“､●q

第2回

高裁委嘱研修及び自庁
研修の指導者を養成す
る 、

裁判所職員
総合研修所

3．6． 2（水）
～6． 4(金）

p●●●“、●●●●●0－●ザ●･●｡●●｡◆GQ●●“●●◆●eO

3.12j14(火）
～12.16(木）

3日

◆O●“●●●●0●ゅq
C

3日

約40

p●●●■“0●●●‐

約50

次席書記官，
総括主任書記
官，主任書記
官,訟廷管理
宜訟廷副管
理官j裁判員
調整官，次席
家裁調査官，
総括主任家裁
調査官，主任
家裁調査官，
総括企画官，
課長,文書企画
官,企画官,課
長補佐,専門官

12
実務指導
研究会

民事

､●…●~●①●●●ーD●●■●…函■~●q

刑事

ﾘ●｡●●c－●…0●●･●●●●●中函●●◆●、●

家事

●●●●●■■●●ー■●●●●一○ー◆◆●e●■

少年

書記官ジラヅシュアッ
プ研修の指導者を養成
する 。

リ

裁判所職員
総合研修所

3. 4.27(火）

36 4.28（水）

●

函■●●●■●●cc砂●●●●G●。●“●beeb－●■●●●●a

3. 4.28(水）

､●●●…｡a■ebB■告■“■由■■●■｡~b~“●●●●●

3. 4.27(火）

1日

1日

ｰ●｡●●■●●●●Oq

1日

●●■BGGO●、■●ひ4

1日

約40

.約40

●Gロ●●＝●■…｡

約35

｡旬■■■ｰO●●●●夕

約25

書記官ブラシ
シュアップ研修

の講師となる予
定の者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

13

家事実務研究会

※司研合同

家事書記官及び家事係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及
び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図りj もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

6

司法研修所
及び

裁判所職員
総合研修所

311. 17(水）
~11.19(金）

3日
約
100

家裁で家事事
件を担当する
書記官，家裁
調査官

14

I 少年実務研究会

※司研合同

少年書記官及び少年係
調査官の事務処理上の
諸問題について研究及

び討議を行うことによ
り職務遂行能力の向上
を図り,もって適正か
つ迅速な事件処理の推
進に資する。

司法研修所
．及び〆ゞ

裁判所職員
総合研修所

3.12.20(月）
～12.22(水）

3日
約
100

家裁で少年事
件を担当する

書記官,家裁
調査官

第1回

※司研合同

第2回
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Ｉ
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番号 名． 称 目 的 実施場所 実施時･期 期間 人員 対象者

16

刑事実務研究会

※司研合同

刑事書記官の事務処理
上の諸問題について研

究及び討議を行うこと
により職務遂行能力の
向上を図り， もって適
正かつ迅速な事件処理

の推進に資する。
旬

司法研修
及び

所

裁判所職員
総合研修所

3.11.10(水）
～11.11(木）

2日 未定

高・
で刑
担当

官

地･簡裁
事事件を

する書記

17

家事特別研究会

※司研合同

後見関係事件等の運用
をめぐる諸問題につい
て研究及び討議を行う
ことにより職務遂行能
力の向上を図り, もっ
て適正かつ迅速な事件
処理の推進に資する。

司法研修所

． 及び ・
裁判所職員
総合研修所

3.10. 7(木）
~10． 8(金）

2日 約50
家裁で後見関
係事件を担当
する書記官

オ

18

家庭裁判所
調査官
特別研修

第1回

p

b●●－■●句■■oGD0●味go●●GDC●●、●●I

第2回

ニーーマニニムマーとニーーニ言=ご＝ニニ皇二

第3回

行動科学等の更なる専
門性の獲得及び深化を
図り p 現場の調査事務
の質向上に寄与させ』
的確な調査事務を追求
する能力の発展を図
る ◎

裁判所職員
総合研修所

恥0.19（火）
～10.22(金）

3.11.30(火）
~12． 3(f)

◆
‐

a◆●･~G●●G…O●●●●｡●■■函●｡●ﾛ韓●●~●｡

4． 1.18（火）
～1.20(木）

4日

4日

－●●●＝｡●●6●0

3日

約25

約25

●…●■…｡●●1

約30

家庭裁判所調
査官実務研修
又は平成30
年度以前の家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了した者

19
家庭裁判所調査官
応用研・修

0 ●

専門的知餓及び技能を
応用して，複雑困難な
事件についても円滑な
調査事務の遂行を確保
できる能力の向上を図
る 。

裁判所職員

総合研修所
3． 7． 5（月）
～7． 9(金）

5日 未定

家裁調査官任
官後, 3年以
上経過した者
のうち家庭裁
判所調査官実
務研修又は家
庭裁判所調査
官応用研修を
終了していな
いもの

20 速記官中央研修

裁判所が当面する諸問
題に関する理解を更に
深めさせるとともにj
裁判部の一員としての
職務意識の高揚を図
る｡

裁判所職員
総合研修所

● 才

3. 6.30（水）
～7． 1(木）

2日 約20

● Q

速記官（速記
管理官及び速
記副管理官を
除く。 ）

21 総括執行官研究会

総括執行官の職務等に
ついて知識を付与する

とともに,研究，討議
等を行うことにより，
総括執行官の役割や執
行官室の運営等につい
ての認識を深めさせ,
総括執行官と．しての識
見をかん養する。

裁判所職員
総合研修所

3． 7．． 6（火）
～7． 8(木）

3日 未定 総括執行官
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番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

22 執行官実務研究会

社会の変化に的確に対
応できる事務処理能力
を身につけるととも
に，前例のない特殊困
難な事案等に対応でき
る知識や論理的思考力
を養う‘

裁判所職員

総合研修所
4． 3． 1（火）
～3． 3(木）

3日 未定 執行官

23

ノ
ー

新任執行官研修

職務遂行に必要な知識
を付与することによ

り，執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る ｡

裁判所職員
総合研修所

3. 5.25（火）
～5.28(金）

4日 未定

令和2年4月2
日以後に執行官
に任命された者
又は執行官事務
取扱書記官に指
定された者

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

24

‘ 係 、長 等
（総務担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ

とにより執務能力の向
上と職務意織の高揚を
図る 。

q q

裁判所職員

総合研修所一
１
１
火
木
く
く
２
４
２
２

申
■

６
６
３
－ 3日 約50

高・地・家裁
本庁の総務事
務を担当する

係長，専門職

25

係長 等
（人事担当）
研 修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る 巳

。

裁判所職員
総合研修所

ｊ
ｊ
火
木
く
く

．
３
５

１
１

3． 7．
●

～7．
3日 約70

高・地・家裁
本庁の人事事
務を担当する
係長, ､専門職

26

係 長 等
（会計担当）
研 ，

●む

修

職務遂行に必要な知識
及び技能を付与するこ
とにより執務能力の向
上と職務意識の高揚を
図る°

裁判所職員
総合研修所

3‘11.16（火）
~11.19(金）

4日 約60

高・地・家裁
本庁の会計事
務を担当する
係長，専門職

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

27
研修事務担当者
研 修

研修の企画，実施等に
必要な知識及び技能を
付与することにより，
執務能力の向上と職務
意識の高揚を図り，
もって高裁委嘱研修及

び自庁研修の充実を図
る ⑥

裁判所職員
総合研修所

3． 6．15（火）
～6．16(水）

2日 約40

研修事務を担
当する高･地･家

◆

裁の係長,専門
職,主任

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

3日 未定

令和2年度裁

判所職員採用
総合職試験の

合格者で，新
たに採用され
たもの

28
総合職採用職員
初任研修

将来の幹部職員の候補

者としての自覚を促
し，職務意識の高揚を
図る ◎

裁判所職員
総合研修所



L

(5)その他

ｌ
ｊ

）
ｰー

6CA閏係

6

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

29
情報セキュリティ
研 修

情報セキュリデ・ｲの確
ひ

得し ， 情報セキュリ
ティ事故を未然に防止
するための方策の立
案・実施に資するとと
もに 9 情報セキュリ
ティ事故が発生した場
合の対処能力等の向上
を図る。 ．

裁判所職員
総合研修所

3. 9.14（火）
～9‘15(水）

2日 約60

情報セキュリ
ティ対策事務一
従事者の事務
を補助する者
<管理職以上
の者)

心

30
情報処理
研修

‐第1回

,。●缶｡■●■e－－●●●“~●心酔－0●･●

第2回

情報化の推進に向け
て，職員全体のレベル
アップを図るための指
導的役割を果たす者を
広く養成する。

■

裁判所職員
総合研修所

ｊ
↑
ｊ

水
木
く
く
９
０
１
２

５
５
３
へ

●…”‐●ー●■G●●●ー…●●…‐■ー●●舎

3. 5.26（水）

～5.27(木）

各
2日

約60.

●麺●●ｰロー碑

約60

情報化の推進
に指導的役割
を果たすこと
が期待される
行H職員(家
裁調査官を除
く｡）

31

裁判事務支
援システム
(簡裁民事
･支払督促
･高裁刑事
･簡裁刑事
事件部分）
導入研修

●

第
４
回
》
第
５
回

高裁刑事
簡裁刑事

簡裁民事
支払督促

高裁刑事
簡裁刑事

簡裁民事
支払督促

裁判事務支援システム
（簡裁民事・支払督
促・高裁刑事・簡裁刑
事事件部分）の円滑な
導入に向けて中心的役
割を果たす者を養成す
る。

裁判所職員

総合研修所

3. 4.20（火）
～4．21(水）

●”…■●G寡｡｡■~■~●”｡ー●●●…ｰ●●●●

3． 4．21(水）

～4.22(木）

…。｡……。．……｡｡。?…｡｡．．……．
0 0

■ 6

ｊ
ｊ
火
水
く
く
５
６
１
１

●
●

６
６
３
へ

●■－■函配…■由“g函e●･●●由●凸の■●●●●･●●
■

3. 6.16.（水）
~6.17(木）

各
2日

未定

●…●…‐◆~

未定

－ｰ■“B“●ｰ

未定

未定
b ■

裁判事務支援
システム（簡

裁民事・支払

督促・高裁刑
事・簡裁刑事

事件部分） ､の
導入事務を担
当ずる職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

32

0

採用試験事務担当者
6 0

研究会

採用試験事務に必要な
知識及び技能について

の研究を行うことによ
り,執務能力の向上を
図る ⑪

鋼
齢 3. 5.25(火） 1日 未定

採用試験事務
を担当する管
理職員等

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

33
CA研修

実務試験

前期
研,修

G■｡◆｡●●●~■■記●●ー●●…｡一画

実務
,研修
垂｡●や｡●●｡－①0－●w●ぬ9曲●専●●

後期
研修

書記官の執務に必要な
学識及び実務知識並び
に職務遂行能力の有無
を判定するも

裁判所職員
総合研修所

ｑ』■

Ｄ
Ｃ●●●因●の■凸●●●●の●●●Ｇ■●●や●■

実務研修
実施庁

＝ニニー今こ＝－号 ミニ§ご＝＝二皇ニニニーニ言

裁判所職員
総合研修所

3． 6．24(木）
～7.14(水）

●■●Ｇ
・

Ｐ●０●●
●

●ＧＢ。０ゆ６●ｅ○再早
９

。、●０●ＤＤＱ
０
■●毎

６

句■●

3. 7.16（金）
~8.20(金）

.｡.｡.….….…..6.….....…..…．

3． 8．23（月）
～9.10(金）

D B

15日

凸■●白◆●●●“■●4

23日

､●●●●ー“り●q

15日

未定



2高裁委嘱研修

(1)管理者層

(2)中間管理者層

I

ノ

(3)主として管理職以外の層(書記官･家裁調査官･係長等）
ア裁判事務系 ．

）
一一

※ 5日を原則とするが,実施機関がその実情に応じて3日まで短縮することも可とする。

7

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

34

次 席
家庭裁判所調査官等
実務研究会

●

高等裁判所で実施す

る委嘱研修及び高裁
ブロック研修の運営
等について研究及び

討議を行うことによ
り，研修等の充実及
び改善に寄与させ
る 0

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1日 未定
次席家裁鯛査官，
総括主任家裁調査
官

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

35
新任中間管理者
研 修

職務遂行に必要液管
理能力及び管理技法
を付与することに.よ

り，中間管理者とし
てふさわしい職員を
養成する。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）
又は

己■

◆

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

3～

5日
未定

新たに主任書記
官,訟廷管理官，
訟廷副管理官，裁
判員調整官，主任
家裁調査官，速記
管理官，速記副管
理官,課長,文書企
画官，企画官，課
長補佐,首席技官，
班長（最高裁） ；
主任技官（最高裁
を含む）‘地裁本
庁所在地にある検
審局長等に任命さ
れた者

番号
｡ 、

名 称 目 的 ． 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

36

書記官
ブラッシュアップ
研 修

中堅書記官に求めら
れる思考力・表現力
等を執務で十分に発

揮できるよう，基本
的資質・能力を磨
き，執務の質の向上
につなげる契機とす
る。 ‘

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ．）
又は

高等裁判所

7月から9月

までの間で実
施機関が適宜
決定

3 一・

5日

※

む ゆ

未定

1

書記官任用資格取
得後5年以上の者
(中間管理者以上
の者を除く。 ）

37
家庭裁判所調査官
実務研究会

家庭事件の調査上の
諸問題について研究
及び討議を行うこと

により，調査実務の
充実及び改善に寄与
させる。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
･む。 ）
又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

､

ﾔ

3日

●

未定
主任家裁調査官，
家裁調査官



イ事務局事務系

＝

、
，
ノ

）

(5)
● 1

保用された

総合職採弗
隆ぞ． ､

※1令和2年度の対象者で未研のものも含む。
※2実施機関がその実情に応じて短縮することも可とする。

8

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

38 新任係長研修

職務遂行に必要な知
識及び技能を付与す
ることにより係長と
してふさわしい職員
を養成する。

し 0

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
曲
又

）
は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

1～

3日
未定
新たに係
された者
長に任命

39

e

事務官専門研修

総務,人事及び会計
の各分野について，
その事務を処理する
ために必要な専門的
知識及び技能を付与
することにより，事
務局におVTて中核的
役割を果たしている
事務官の執務能力の
向上を図る。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む｡ ）
.又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

2～

3日
未定

採用後7年以上の
行H事務官（専門
官以上の職にある

者を除く｡ ）

番号 名 称 ､目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

40
ジ・ヤンプアップ
研 修

〆

職務での問題点の発
見と改善等について
研究及び討議を行う
ことにより，仕事の
進め方に関する基本
的な能力を向上さ
せ，中堅事務官とし
てふさわしい職員を
養成する 。 。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
曲
又

）
は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

6

3日 未定

採用後7年以上1

0年未満の行H事
務官（係長,専門
職以上の職にある
者及び書記官又は
家裁調査官の任用
資格を有する者を
除く.b )X1

41 事務官法律研修

通信研修及び面接研
修を通じて基礎的な

法学教育を行うこと
により，資質及び事
務処理能力の向上を
図る ｡

裁判所職員

総合研修所
（分室を含
む。 ）
:又は

高等裁判所
○ 0

通信研修

実施機関が
適宜決定

面接研修 9～
実施機関が 11日
適宜決定※2

約
250

採用後1年以上の
行H事務官（書記
官又は家裁調査官
の任用資格を有す
る者，総合職(I
種，上級）試験合
格者等を除く。 ）

番号

42

実施場所 実施時期 期間 人員

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ） ．
幻

．又は

高等裁判所

実施機関が
適宜決定

2～

5日



●

3自庁研修

‐一一一一一

一

新緤用職員腱

ー

、

1

(Q1子の袖

）
一

※1実施機関がその実情に応じて適宜決定することも可とする。
※2令和2年度の対象者で未研のものも含む。

9

実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

裁判所職員
総合研修所

凸

●

(分室を含
む。 ）、
.又は ．
高等裁判所

2月から3月ま

での間で実施機
関が適宜決定
●

※1

2日 未定
採用3年目の行H
事務官,行H技官
※2

番号 名 称

43
ステップアップ
研 修

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者
4

44
フォローアップ
セ ・ミナー

裁判所職員として必要
な基礎的知識を確認さ
せj幅広い視野で職務
を遂行する姿勢をかん
養する。

■

高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所

①2月及び3月
中で実施機関が
適宜決定
②実施機関の実
情に応じて，①
に定める日に加
え,実施機関が
適宜決定

約
3日
未定
採用後1年程度を．
経過した行H事務
官，行(~肢官

45
フレシシ1

セ ミ ナー

職員として当面必要な
知識を付与し，職場へ
の円滑な定着を図る。

6

高等裁判所
地方裁判所
家庭誠判BT

採用後勤務初日
及び2日目

2日 未定
新たに採用された

職員

番号 名 称 目 的 実施場所 実施時期|期間|人員 対象者

46 高裁ブロック研修

職務遂行に必要な知
識
せ

フ

9

技能等を習得さ
執務能力の向上と
職務意識の高揚を図
る｡。

裁判所職員
総合研修所
(分室を含
む。 ）‘
．又は

高等裁判所

実施機関が適宜決定
高裁管内に勤務す
る職員

47 自庁研修

■■

知
さ
と
図

な
得
上
を

職務遂行に必要
識，技能等を習
せ，執務能力の向
職務意識の高揚
る。

最高裁判所
高等裁判所

地方裁判所
家庭裁判所

実施機関が適宜決定
◆ a

最高裁，高地家簡
裁に勤務する職員



4研究

、
１
１
Ｊ
ｊ

、

I

Ｉ
Ｉ
ｊ
ｌ
０
■
１
１
‐
０
６
１
１
１
１
’
．
■
！
ｆ
ｊ
ｌ
ｊ
０
１
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
７
９
ｉ
ｌ
０
７
↓
，
６
．
１
６
’
■
７
１
１
１
‐
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
‐
。
‐
ｌ
‐
Ｉ
‐
‐
Ｉ
■
■
■
７
‐
Ｉ
‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
一

辰
３
２
巷

家
務
度
調

）
〆

幾関における男
実際に関する祠

51

法務総合研
究所及び
研究員が
所属する
家庭裁判可

一=一可一

10

番号 名 称 目 的。 実施場所 実施時期 期間 人員 対象者

48 合同実務研究

異なる職種の職員に
裁判所の職種間の連
携，協働に関する研
究を共同してさせる
こと．により，実務の
改善及び向上に寄与
させる。

研究員が
所属する．
裁判所
■ P

◆
一

９
３

●
●

３
４ 7月 未定

書記
等
官，家裁調査官
申

49 書記官実務研究

､ 4

書記官実務における
諸問題について，体
系的かつ実証的な研
究をさせることによ
り，実務の改善及び
向上に寄与させる。

裁判所職員
総合研修所

3． 4

4． 3
。
一
一

~

1年 2 書記官

50

家庭裁判所調査官
実務研究
（個人及び
共同研究）

同 上

（指定研究）

家庭事件調査実務に
必要な理論及び技法
に関する実証的研究
を行わせることによ

り，調査実務能力の
向kに寄与させる。

研究員が．
所属する
家庭裁判所

研究員が

所属する
家庭裁判所
及び

裁判所職員
総合研修所

3； 7

～4． 3

3． 4

～6． 3

8月
I

3年

未定

4

(個人研究）
家庭裁判所調査官実
務研修又は令和2年

度以前の家庭裁判所
調査官応用研修を終
了した者

(共同研究）
家裁調査官

家庭裁判所調査官実

務研修又は平成30
年度以前の家庭裁判
所調査官応用研修を
終了した者

家庭裁判所調査官
関係機関特別研究
(家事及び少年
関係機関につ
いて．の研究）

F 4

同 上

(心身の鑑別にっ
いての研究）

同 上

(更生保護につ
いての研究）



5委託研修

、
ノ

I

ﾉ
ー

1

11

番号 委託庁 名 称 人 員

･52 人事院

○ 9

行政研修（課長補佐級） 未定

53

54

55

56

57

58

財務省

会計事務職員研修

会計事務職員契約管理研修

予算編成支援システム研修

予算担当職員初任者研修 一

決算書作成システム研修

会計監査事務職員研修

未定

①

●

59 国税庁 税務大学校本科特別研修
「

未定

60 総務省 情報システム統一研修 未定



●

第2養成

1裁判所書記官養成謀程

、

ノ

2家庭裁判所鯛査官養成課程、

）
／

12

番号 部 。 期 実施時期等 期間 人員 対象者

61
､第 一 部
第 18 期

3， 4． 1（木） 入所
4 1(木)～予修期修習
5..10(月） 入所式
5.10(月)～第1期研修
7.19(月)～実務修習
9.27(月)～第2期研修

4. 3.25(金） 修了

1年 227
第一部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

62 第二部

第17期
(2年生）

第18期
(1年生）

2． 4． 6（月） 入所
■

4． 6(月)～裁判事務修習
10.16(金)~第1期研修

3－ 4. 1(木)～第2期研修
7.19(月)～実務修習
9.27(月)～第3期研修

4. 3.25(金） 修了

3. 4. 1(木） 入所：

4． 1(木)～予修期修習
5.10(月） 入所式

■ 空

5.10(月)～裁判事務修習
10.15(金)～第1期研修
4. 4. .1(金)～第2期研修
7．下旬～実務修習
10．上旬～第3期研修
5. 3.24(金） 修了

2年

2年

78

98

第二部入所試験合
格者で，最高裁が
指名したもの

〆

番号 期 実施時期等 期間 人員 対象者

63 第 17 期

2. 4. 1(水） 入所
4． 1(水)～実務修習（予修期）

修
修
研
研

同
習
同

合
修
合

期
務
期
了

前
実
後
修

ｏ
－
－
－

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

木
月
木
金

く
ｌ
く
く

７
３
６
５
１
２

５
８
９
３

３
４

2年 48

令和2年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

64 第 18 期

｡

3． 4. 1(木） 入所 ，
4． 1(木)～実務修習（予修期）

（4.6～8を除く。 ）
5610(月)' 入所式
5.10(月)～前期合同研修
2.19(月)～実務修習

4． 9．中旬～後期合同研修
5. 3.24(金） 修了

2年 54

令和3年度採用の家
裁調査官補で,最高
裁が指名したもの

一
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【機密性2】

令和3年度研修実施計画一覧表(令和2年度との比較表）

汗條名の頭に付した配号は.◎は中央研修00は商戦妾膠

F一へ

,‘ 、
t j

ダ

）

二二コ
一一一

一一一一ー

1

令和3f 二度 ． ， 令和2年度

一一壹蚕志一一~－「覇訂rx百一
備考

(崇号

1

研修名等

◎首席魯記官研究会 3.9.15(水)～9.16(木）
0

‐

一一

2 未定 2.9.16(水)～9.17(木） 2 中止

2
◎首席家庭餓判所閾
査官研究会

回
一
回

１
２

第
・
第

3.9.2(木)～9.3(金）
－－ .△一・一一‘一△一一ー ､や一

3.11.25(木)～11.26(金）

２
－
２

8
一画一

未定

2.9.25(金) ．
勺 一七一

2.11.17(火)～11.18(水）

1

2

8

中止

日濯変更･短縮
－ ■ 1■■－4－－

3 ◎事務局長研究会 4.2.17(木)～2.18(金） 2 未定 3.2.18(木)～219(“ 2 中止

4 @管理者研究会(組織運営)(※） 3.3.18(火)～5.20(木） 3 未定 2.5.

中

19(火)～5.21(木） 3 中止

5
◎次席
鯛査官

､第1回
eー ■ F 一‐

第2回

3.4.26(月)～4628(水）

■

3.9.29(水)～1Obl(金）

3．

3

未定

未定

2.9.

G

”(水)～9.顔(金）

－－

－＝－－－．－－－

』 中止

6 ◎管理者研究会 3.4.12(月)～4.16(金） 5 未定

2.8.25(火)～8.27(木）
■■■■一 セ ー ロー 一 ● 一■

2.12.15(火)～12.17(木）

《

３
－
３

↑
０
０

８
’
７

日程変更･短誘
2回に分翻して実施

7 、研修計画協騒会 3.】､6(木） 1 25 3.1.7（木） ． 1 30
1

､8

第1回
－→4戸一

■
二

回
一
回
．
回

２
・
３
．
４

第
・
第
第

０
０
０
０
０
０
０
０
０
ト
ロ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
吟
ｌ
↓
６
，
０
■
■
Ｇ
■
？

口
酔
■
■
▽
９
口
■
ワ
ａ
ｅ
８

修.I箸理容研中閥。

3.9.7(火)～9.10(金）
一一守一一一勺 一一 .

3,10.12(火)～10.15(金)･
q■■一f＝一一一 ＝一 － 早 雪

4.1.11(火)～1.14(金）
ｳ 可一一 ユ ロー
ー●一一 ‐ ■ 申

4.2.7(火)～2.10(金）

一
一

４
｛
４
－

－

4
｡■一

4

『
■

卵
一
御
一
純
一
御

2。10.13(火)～10.16(金）

3.1.12(火)～1.15《釦
．＝．、 ニ ー ． 一・

3.2.2(火)～a5(金）

一宇豊一二・二二
● 一

－
‐－－－－－

一

、

４
４

4

、、、

止
止
ゞ
一
止

中
・
中
中
》

争
◇
凸
■

9

■

◎中間管理者研修Ⅱ
回
↑
回

１
．
２

第
一
第

3.12;7(火)～12.9(木）
p･＝－一一一一.‘ ｡~■

●一一

－

ー

－ ‐‐－

3

呼一－
、

、

未定

、

、 .
L一一一

、

2.10.27(火)～10.”(木）

2.1醜(火)～12.10(木）

３
３

止
止
中
中 1

10
鐘判所
第1回

,第2回

咽
一
蝉

２
－
２

弔
一
可

１
ｊ

体
一
体

３
《
０

２
３
６
６

３
－
３

● 少

3
勺● －

3 ．

未定
一一

未定

2.6.23(火)～6.26(金）
一七～

. .--. 一一 ・二‐

－－－~－－－

4

、ﾐ雷、

止
ゞ
中

11 ◎研修指導研究会

第1回

第2

－－

回

3.6.2(水)～6.4(金）
－③一』一●ず ｧ｡ ‐争一F早 守デー一一一一

3.12.14(火)～12.16体）

－

３
－
３

、

如
一
鋤

約
一
約

2.6.3(水)～6.5（金）
b

■』②

2.1215(火)～12.17体）

３
３

中止

中止

12 ◎実務指導研究会

民率

刑事

家事

少年

3月.27（火）

3.4.28（水）

3.4.28（水）

3.4･27(火）

画

１
－

１
’

１
－

.1

御
一
、
御
、
辨
一
鋸

2.5.12(火)～5.13（水）

2.5.12(火）～5.13(水）

2.5.14(木)～5.15（金）

2ふ14《木)～5.15(金）

』

一

２
．
２
↓
２
２

○

一

止
止
止
止

中
中
一
中
中

13 ◎家事実務研究会(※） 3.11.17(水)～11.19(金） 3 約100 2.11.5(木） 1 100
令和2年度は司研と合同で実施
B狸短結,TV会瞳

14 ◎少年実務研究会(※） 3.1”0(月)～12.22(水） 3 .約100
3.3.2(火),4(木),9(火）
15(月）

各1 50

日程費又･恵挿

高銭単位に分割しでW会堂等
で実施
家醸闘査官部分のみ実趨

15 ◎民事実務研究会
第1回(※）
一一 ←

第2回

3.6.9(水)～6.10(木)・
① b 一一

3.12.16(木)～12.17(金）

各2
０
－
０

５
５

約
↑
約

2.6.10(水)～6.11(*)
一一ろ の

3-1.21(木)～1。22(金）

各2
祉
一
社

一－上 一一 一 ■ 一一上

16 ◎刑事実務研究会(※） 3.11.10(水)～11.11(木） 2 未定 2.皿.18（水）～11.19(木） 2 中止

1了 ◎家事特別研究会(※） 3.10.7(木)～10.8(金） 2 約50 2.10.8(木） 1 50
令和2年度は司研と合
日“縮,~TV会鐘

同で爽飽

18

19

20

21
－－

22

◎家庭裁判
特別研修

所鯛査官

第1回

回
一
回

２
ゞ
３

第
第

◎家庭裁判所閏査官応用研修
争 ■

◎速妃官中央研修
一一一一

．総括執行官研究会 、

千 ←－ ■■■■

◎執行官実務研究会

3》10.19(火)～10.22(金）
｡一一一＝

3.11.30(火）～12.3(金）
~e←一 生

4.1.18(火)～1.20(木）
一一一一-二 ■

3.7.5(月)～7.9(金）
一一.~ d L

3.6.30(水)～7.1(木）
■

3.7.6(火)～7.8(木）

4.3.1(火)～3.3(木）

■

4

4
0

－
５

３

2

3

3

25

溺
馳
，

約
約

約

未定

約20

未定

･未定

2.10.”(火)～10.23(金）
～ー｡■ 4 サ

ケ

2.12.2(水)～12.4（金）

3.1.”(水)～1.”(鋤

3.3.8(月)～3.12(金）

2.7.1(水)～7.2(木）

2.7.7(火)～7.9（木）

3.2.3(水)～2.4(木）

－

４
－
３
－
３

一
準
》

の
上

合
。
守
●
〃

心
一

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

隔年で実施

未定

約50

約70

約60

2.9.16(水)～9.18(金）

2.10.6(火)～10β（水）

2.10.釦(水)～lq22(金）

2.11.10（火）～11.13(金）

3.

3

3

4

14

中止

／

中止

中止

約40 2.6.16（火）～6.18(木） 3



●

一

）

）
＝･〃

1

1ラムについて句

､計画から変更等ズ

2

令和3年度

日 研修名等 実施時期 期間 人員

・ 令和2年度

実施時期 期間 人員
偏考●

28 ◎総合職採用職員初任研修
6

3.4.6(火)～4.8(木） 3 未定

2.11.13【､壷:‘ .11.18ぽ

11.20(金),11.27(金),
12:2（水） ．

各1 63
日程変
各高裁 実施

29

色
●

＠情報ｾｷｭﾘﾃｨ研惨 3.9.14(火)～9.15(水） 2 約60 2929(火)～9b30(水） 2 中止

30 ◎傭報処理研修

第1回．
L 一旬一

第2回

3.5.19(水)～5.20(木）

3.5.26(水)～5.27(木）

２
２

帥
．
一
帥

約
一
約

や

2.6.19(火)～6621（木）

2.5.26（火）～5.28(木）

３

３

中止
一

中止

31

◎裁判事務支媛シス
テム(簡餓露･支払

羅繍鰈
研修

第
４
回
一
第

繭餓刑事

飼鮭罰宰
一一 ＝■

臼鐘氏亭
支払督促
●

畜丘痢事
田戯融亭
5

厩回
一
一
、

今
や』

写

、

～

＝

､

、
、

ぷ

一
一

一
一

ｊ

－

ｊ

１

ｊ

ｌ

－

Ｉ

く

く

水
一
木
水
木
一

一
一

一
ｒ
一

鋤
一
蝉
郡
一
噸
一

ｊ
ｊ
－
ｊ
－
ｊ

一
一
一
》
一
一
一
一

吠
一
休
一
帷
一
体

・
鋤
一
幽
一
》
｜
・
唖
一
ー

与予←

ー

一一

一二こ

ｰ○一L一

一一一●一｡

‐－－

、
《
、

２
２
－

0

2
－

2
ー

＜一
、q

n

遥

未定

未定
一一一

未定

未定

、､

● ●

、

両呼

へ‐

‐ ，

●

、

、

2.5.12(火)～5.13（水）
●－ ■

25.13(水)～5.鰹(木）

澱.9(火)～6.10(水）
◇ 一｡ 争e

2.6.10(水)～6.11(木）
三一 一

2.9.1（火）～9.2（水）
一色. －●今 ' ﾛ

2.9.2(水)～9.3(木）

ー

２
２
２
２
留
一
２

牡
・
《
牝
牡
祉
牡
一
軸

32 ◎採用拭験事務担当者研究会 3.5.25(火） 1 未定 2.5.”(金） I 中止

33 。CA研修実務賦験

寺

前期研修

実務研修

後期研修

①

3.6.24(木)～7.14(水）
一一一一一一→一 の一

3.7.16(金)～8.20(金）
一‐→一一一一一●一・一

3.8.23(月)～9.10(金）

15

23

15

未定

2.8.12(水)～9ユ味） l l5
。 ‐･一･･-一一・一 ・---． i － ‐

2.9.3(木)～9.30(水) | 18
－－2－．. ． 、一一一 一ﾄｰ.－‐
2.10.2(金)～10.15(木） ’ 10

59

β

日程変更･短縮

34
O次席家庭観判所鯛壷官等
実務研究会 実趣磯関が適宜決定 1 未定 実施樋関が適宜決定． ． 1 24 5商銭で中止

35 O新任中間管理者研依・
■

b

実施磯関力廼宜決定 3～5 未定， 実施機関が適宜決定 3～5 360

36 0番配官プﾗｯｼｭｱｯプ研修
p

寺

霞での間で実施樋
決定

5 未定 艶
力も9〃龍での髄･嘩翼旋侭

■

;適宜決定
。 中止

37

七

○家庭裁判所調壷官実務研究会
●

実童纏関力錨宜決定 3 未定 実施樋関が適宜決定 3 ､33
6虹j詞ぐ干独．

序にとしB樫這賑,人員縮小

38 O新任係長研修 実施嬢関が適宜決定 】～3 未定 実施擬関が適宜決定
■

l～3 298

39 O事務官専門研修 実愈擬関が適宜決定 2～3 未定 実箆磯関が適
毎

宜決定 2～3 中止

40 Oジャンプｱｯブ研修 実施椴関が適宜決定 3 未定 実施樋関が適宜決定
今
Ｑ
〕 中止

41 O事務官法律研修

通億研修
一一一句

面接研修

婁遼鐘閣力麺宜決定

実施擬閥が適宜決定 ’
夕宇

9～l】

約250

実施椴関が適宜決定 ．
.－一 一 ● －.●一

実施撮関が適宜決定
■
■
可
‐
ｉ
，
。
■

9～11．

279

96 4高蕊で中止．

:一

42 O新採用職員研修
● P

実施擬関が適宜決定 2～3 未定 夷施磯関が適宜洗定 2～5 590

43 ●ステップアクプ研修
2月から3月までの間で実施擬
関が適宜決定

2 未定 I
間で実施樋

3 中止

44 ②フオローアップセミナー

〆

①2月及び3月中で実施槻関
が適宜決定。
②実施機関の実情に応じて，
①に定める日に加え,実施擬
関が適宜決定

約3 未定

①2月及び3月中で実麓擬閲
が適宜決定 ．
②実施樋関の実憎に応じて，
①に定める日に加え,実施機
関が適宜決定

･約3 未定

ノ

45 ⑧フレッシュセミナー 採用初日及び2日目 2 未定 採用初日及び2日目 ． 2 未定

46 ③高鶴ブロック研修

○

実施機関が適宜決定 実施擬関力麺宜決定

47 ●自庁研修 ． 実施磯関が適宜決定

●

実施椴関が適宜決定

48 合同実務研究 ． 3.9～4.3 7月 未定 2.9～363 7月． 8

49 魯妃官実務研究
■

3.4～4.3 1拝 2 2.4～3.3 1年 2

50

家庭裁判所鯛査官実務研究：
(個人及び共同研麺 〃

同 、上・
(指定研究）

●

勺一一一一一

一
卵

３４へ
一
一

諏
一
型

8月
ﾄ今 一一一

3年

未定

4

2.8～3.3

2.5～3.3

7月

u月

2

6

人員楓は,研究の本数を紀敏

51

家庭鎮判所飼査官関係磯関特別
研究(家事及び少年関係織関につ
いての研究）

同． 上 ・
(心身の艦別についての研究）

同 上 ・

(更生保護についての研究）

3.7～4.3

一一一=｡ ■一一一一一一一＝

4.2～3

3.9～11

8月

1月

2月

未定

3

3

2.8～3.3

3.2～3

2.9～11

7月

1月

2月

8

中止

中止

期間短縮

剛

62

63

64

密記宮塾成睡寧第一部 第18期

書紀官義成課垣第二部

第17期
(2年生〕

.第18期
(1年生）

摩鎮嗣査官養成畷程第17期

家戴嗣査官養成腺程第18期
｡

3.4.1(木)～4.3.25(金）

2.4.6(月)～4.3.25(金)．

6

.4己1(木)～5.3.24(金）

2.4.1(水)～4.3.25(金）

3.4.1(木)'､･5.3.24(金）
a

●

1年

2年

2年

2年

2年

227

78

98

48

“

2.4.6(月)～3.3.25(木）
一一℃＝

31.4.4(木)～3.3.25（木）
●

－－－ー－-一一一

2.4.6(月)～4.3.25(金）
－一－‐●P

31.4.4(木)～3.3.25（木）
一＝二一一一一→－

2.4.1(水)～4.3.25(金）
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拝
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年
一
年

２
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２
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鯛

一

和
了
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修

は第17期生

令和2年度欄は第16期生
.E了日変更 ． ．

令和2年度掴は第17期生
● 寺

令和2年度桐は第16期生
修了日変更 ． ．

令和2年度梱は第17期生
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首席家裁調査官研究会
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管 理 者研 究 会（組織運営》
一
室
一
究研者

一
理

一
管
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首席書記官研究会 I 事務局長研究会

家
事
特
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次席家裁調査官等研究会

胴
Ⅶ
川
肌
周
刷
印
川
肌
引
Ｍ
Ｎ
Ⅲ
Ｈ
Ⅵ
同
Ｍ
川
副
Ⅷ
馴
卯
肌
日
臥
叩
門
川
Ⅷ
Ⅲ
印
刷
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅷ
■
、
Ⅲ
皿
肌
Ｍ
Ⅷ
別
冊
Ⅷ
Ⅷ
剛
皿
川
加
酬
朋
、
醐
叩
伽
閥
Ｍ
酬
即
叩
叩
Ｍ
Ｍ
ｗ
叩
曲
刈
即
Ⅷ
叩
叩
囲
屯
Ⅱ
叩
叩
即
叩
皿
皿
弔
氾
呵

家
畿
調
壷
汽
鱒
務
研
電

永
鈍
凋
壷
汽
鷺
為
研
電 1

L

’

卿
係
臆
鯛
珊
別
研
究

《:、 ．ヘ研蜂

美”拭験

高
裁
ブ
ロ
ッ
ク
研
修

１
０
■
ｑ
ｑ
Ｕ
１
ａ
ｌ
Ⅱ
！
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅷ
‐
‐
‐
‐
‐

園
自
庁
研
修

圭嘩鐘遷醗]祠主任家哉調査官研修
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蕊裁調査官特別研修

研
修

係
長
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（
総
務
担
当
）

家裁調査官応用研修

艇1 ．巳成M1 ．

厳織 査宮爽成畏緑


